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議 案 第 ６８ 号

平成２０年度北海道一般会計補正予算（第６号）

平成２０年度北海道一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４，６８６，０００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２，９７８，００２，５６６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 道 税 ６０７，９５９，０６１ △ ２２，５００，０００ ５８５，４５９，０６１

１ 道 民 税 １９８，４５３，８１６ △ ７，６０１，０００ １９０，８５２，８１６

２ 事 業 税 １３４，８１３，６７０ △ １０，９８４，０００ １２３，８２９，６７０

３ 地 方 消 費 税 ７３，７８２，５２６ ３，９１７，０００ ７７，６９９，５２６

４ 不 動 産 取 得 税 １９，５８６，９６８ △ １，３８４，０００ １８，２０２，９６８

５ 道 た ば こ 税 １３，８６７，２７３ △ ２４８，０００ １３，６１９，２７３

７ 自 動 車 税 ８５，５０２，２９３ △ ７７２，０００ ８４，７３０，２９３

９ 自 動 車 取 得 税 １５，６３４，４１６ △ １，３４６，０００ １４，２８８，４１６

１０ 軽 油 引 取 税 ６２，１５２，３３８ △ ４，０８２，０００ ５８，０７０，３３８

２ 地方消費税清算金 １１０，１２９，７６３ △ ２，２３３，１４６ １０７，８９６，６１７

１ 地方消費税清算金 １１０，１２９，７６３ △ ２，２３３，１４６ １０７，８９６，６１７

３ 地 方 譲 与 税 １６，８００，０００ △ ７６０，０００ １６，０４０，０００
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 地 方 道 路 譲 与 税 １５，５０７，０００ △ ６９１，０００ １４，８１６，０００

２ 石 油 ガ ス 譲 与 税 １，０６３，０００ △ ２８，０００ １，０３５，０００

３ 航空機燃料譲与税 ２３０，０００ △ ４１，０００ １８９，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ５，２７９，０００ ３，６４１，７２２ ８，９２０，７２２

１ 地 方 特 例 交 付 金 ３，９２３，０００ ３，６４１，８１４ ７，５６４，８１４

２ 特 別 交 付 金 １，３５６，０００ △ ９２ １，３５５，９０８

５ 地 方 交 付 税 ７１５，５５８，６０７ ３，４６９，４３４ ７１９，０２８，０４１

１ 地 方 交 付 税 ７１５，５５８，６０７ ３，４６９，４３４ ７１９，０２８，０４１

６
交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金
１，９４８，０００ △ ２１，０００ １，９２７，０００

１
交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金
１，９４８，０００ △ ２１，０００ １，９２７，０００

７ 分担金及び負担金 ２２，４５２，５８８ △ ８２４，３５８ ２１，６２８，２３０

１ 分 担 金 ２，５１９，７４１ △ １９５，５１６ ２，３２４，２２５

２ 負 担 金 １９，９３２，８４７ △ ６２８，８４２ １９，３０４，００５

８ 使用料及び手数料 ２５，９３１，８４９ △ ２０７，０３８ ２５，７２４，８１１
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 使 用 料 １５，６３０，８１５ △ １１９，５３７ １５，５１１，２７８

２ 手 数 料 ７６９，３８７ △ ５，９７５ ７６３，４１２

３ 証 紙 収 入 ９，５３１，６４７ △ ８１，５２６ ９，４５０，１２１

９ 国 庫 支 出 金 ３８６，０２４，３６９ １，９４５，８２０ ３８７，９７０，１８９

１ 国 庫 負 担 金 １１２，４０１，９７３ ９７２，６９６ １１３，３７４，６６９

２ 国 庫 補 助 金 ２７０，３６９，７４６ １，２５０，７５６ ２７１，６２０，５０２

３ 委 託 金 ３，２５２，６５０ △ ２７７，６３２ ２，９７５，０１８

１０ 財 産 収 入 １２，６８５，７９７ △ ４，２０７，３２３ ８，４７８，４７４

１ 財 産 運 用 収 入 ４，９２９，３１６ １８２，５７６ ５，１１１，８９２

２ 財 産 売 払 収 入 ７，７５６，４８１ △ ４，３８９，８９９ ３，３６６，５８２

１１ 寄 附 金 ３５６，４３４ △ ４７，２９１ ３０９，１４３

１ 寄 附 金 ３５６，４３４ △ ４７，２９１ ３０９，１４３

１２ 繰 入 金 １３，８０６，８３２ ６，２７５，６８３ ２０，０８２，５１５

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ４，６７８，６４６ △ ２６６，２９９ ４，４１２，３４７
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 基 金 繰 入 金 ９，１２８，１８６ ６，５４１，９８２ １５，６７０，１６８

１３ 諸 収 入 ３３６，７３７，５８２ △ ６，６５０，３２３ ３３０，０８７，２５９

１
延 滞 金 、 加 算 金

及 び 過 料 等
２，６９９，５１１ △ ６４６，８２３ ２，０５２，６８８

２ 預 金 利 子 １９，６２１ １７０，３６６ １８９，９８７

３ 貸 付 金 収 入 ３１３，０５１，７９９ △ ６，０５８，７７４ ３０６，９９３，０２５

４ 受 託 事 業 収 入 ４，６６４，５５７ △ ２６８，９７９ ４，３９５，５７８

５ 収 益 事 業 収 入 ８，８９９，０００ △ １７４，７２３ ８，７２４，２７７

６ 雑 入 ７，４０３，０９４ ３２８，６１０ ７，７３１，７０４

１４ 道 債 ７４６，６９６，４００ △ ２，５６８，１８０ ７４４，１２８，２２０

１ 道 債 ７４６，６９６，４００ △ ２，５６８，１８０ ７４４，１２８，２２０

歳 入 合 計 ３，００２，６８８，５６６ △ ２４，６８６，０００ ２，９７８，００２，５６６
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 議 会 費 ３，５１８，９９０ △ ２８３，６３３ ３，２３５，３５７

１ 議 会 費 ３，５１８，９９０ △ ２８３，６３３ ３，２３５，３５７

２ 総 務 費 ２４５，４８６，９８４ △ ４，６３１，８６８ ２４０，８５５，１１６

１ 総 務 管 理 費 １０２，７６１，３７２ ９９５，８６４ １０３，７５７，２３６

２ 徴 税 費 ９９，１６６，０１７ △ ４，５５４，１８５ ９４，６１１，８３２

３ 学 事 宗 務 費 ３９，２５５，１８９ △ ９０４，０７１ ３８，３５１，１１８

４ 防 災 費 １，２２１，０７１ △ ３１，６２９ １，１８９，４４２

５ 原子力安全対策費 ５０９，４８６ △ ３７，８３１ ４７１，６５５

６ 危 機 管 理 費 １３，９８６ △ ９７０ １３，０１６

７ 領 土 復 帰 対 策 費 ６７４，５４２ ７９３ ６７５，３３５

８ 会 計 管 理 費 ８１７，３０７ △ ２４，１００ ７９３，２０７

９ 選 挙 費 ２５２，００１ △ ２２，１２１ ２２９，８８０

１０ 人 事 委 員 会 費 ２４６，６７５ △ １２，２００ ２３４，４７５
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１１ 監 査 委 員 費 ５６９，３３８ △ ４１，４１８ ５２７，９２０

３ 知 事 政 策 費 ２，４２１，８０９ ５，４８４ ２，４２７，２９３

１ 知 事 政 策 管 理 費 １，６３３，４４４ △ １０，４９８ １，６２２，９４６

２ 政 策 企 画 費 ３７，４１０ ９３，２４１ １３０，６５１

３ 国 際 交 流 費 ３９０，９３２ △ ５５，７７８ ３３５，１５４

４
北 海 道 洞 爺 湖

サ ミ ッ ト 推 進 費
３６０，０２３ △ ２１，４８１ ３３８，５４２

４ 企 画 振 興 費 ７９，４０１，５７７ △ ２，７５７，２１６ ７６，６４４，３６１

１ 企 画 振 興 管 理 費 ３，００１，７５８ △ １９２，１６９ ２，８０９，５８９

２ 地域振興・計画費 ６５，２１４，２３２ △ ２，２５８，５４８ ６２，９５５，６８４

３ 地 域 主 権 費 １９，０００ △ ２，５７７ １６，４２３

４ 科 学 Ｉ Ｔ 振 興 費 ４，３３０，９９８ △ ２４５，３０２ ４，０８５，６９６

５ 新幹線・交通企画費 ６，８３５，５８９ △ ５８，６２０ ６，７７６，９６９

５ 環 境 生 活 費 ９，５０１，５３０ △ ４９０，５２７ ９，０１１，００３

１ 環 境 生 活 管 理 費 ３，８４２，４８１ △ ８１，３１２ ３，７６１，１６９
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 環 境 政 策 費 ３４９，４６０ △ ２３，０７９ ３２６，３８１

３ 環 境 保 全 費 ６２０，１８０ △ ３４，５７７ ５８５，６０３

４ 循環型社会推進費 １，５０８，０１４ △ ３４８，０７０ １，１５９，９４４

５ 自 然 環 境 費 ３９８，９９７ △ ６，５２５ ３９２，４７２

６ 知床世界自然遺産費 １７，９０３ △ １，００５ １６，８９８

７ く ら し 安 全 費 １，４２８，０８９ △ ２，３９９ １，４２５，６９０

８ 道民活動文化振興費 １，１４３，９７６ ４，１２９ １，１４８，１０５

９ 女 性 対 策 費 １９２，４３０ ２，３１１ １９４，７４１

６ 保 健 福 祉 費 ３２４，９１８，３８７ △ ２，６８５，５２３ ３２２，２３２，８６４

１ 保 健 福 祉 管 理 費 ２９，７３２，７６３ ５９４，５５４ ３０，３２７，３１７

２ 医 療 政 策 費 ５，０３７，９８９ △ ４６，５３９ ４，９９１，４５０

３ 健 康 推 進 費 １１，２３３，２３２ △ ４６，８５７ １１，１８６，３７５

４ 食 品 衛 生 費 １，０３０，０９５ △ ６２，８３２ ９６７，２６３

５ 医 務 薬 務 費 １０７，５１０ △ ２，３４５ １０５，１６５
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

６ 国 民 健 康 保 険 費 １０１，５１４，０９９ △ ３，５３９，０８２ ９７，９７５，０１７

７ 地域医師確保推進費 ３６０，９２０ △ ７４，３１０ ２８６，６１０

８ 福 祉 援 護 費 ３４，６０７，５８０ １，１８９，１８８ ３５，７９６，７６８

９ 高齢者保健福祉費 ３，９５４，６９２ △ ２６５，１６４ ３，６８９，５２８

１０ 介 護 保 険 費 ４９，２６７，７５０ △ １，９１４，７６６ ４７，３５２，９８４

１１ 障害者保健福祉費 ４６，４９６，３２５ １，１２９，９１８ ４７，６２６，２４３

１２ 子ども未来推進費 ４１，５５７，９７８ ３３５，４４２ ４１，８９３，４２０

１３ 災 害 救 助 費 １７，４５４ １７，２７０ ３４，７２４

７ 経 済 費 ２３１，５５１，３７０ △ ５，７５２，８８３ ２２５，７９８，４８７

１ 経 済 管 理 費 ６，２３９，６９３ △ ７２，３３４ ６，１６７，３５９

２
観光のくにづくり

推 進 費
６２５，５２８ △ １１，３５１ ６１４，１７７

３ 商 工 金 融 費 １８４，５３６，５９３ △ ５，１３６，３６８ １７９，４００，２２５

４ 産 業 振 興 費 ６２６，４２０ △ ４７，１２２ ５７９，２９８

５ 商 業 経 済 交 流 費 ２３４，２６４ △ ６，４４４ ２２７，８２０
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

６ 産 業 立 地 費 ２０，１７９，８２５ △ ３０９，３５７ １９，８７０，４６８

７ 資源エネルギー費 ２，７１６，０９０ △ １５，１４６ ２，７００，９４４

９ 人 材 育 成 費 １，６５４，９１１ △ ６３，３２９ １，５９１，５８２

１０ 工鉱業試験調査費 １８１，８２２ △ ８，８３２ １７２，９９０

１１ 労 働 委 員 会 費 ４８９，１０７ △ ８２，６００ ４０６，５０７

８ 農 政 費 １７０，１５３，３４１ ６，６５３，９３６ １７６，８０７，２７７

１ 農 政 管 理 費 １４，６４６，０１８ △ ２７０，４５９ １４，３７５，５５９

２ 食 品 政 策 費 ３，５２３，６６９ △ ６８６，９０３ ２，８３６，７６６

３ 農 産 振 興 費 ５６９，６０６ △ ５，２１１ ５６４，３９５

４ 畜 産 振 興 費 ２，６４１，５７９ △ ６７，９７９ ２，５７３，６００

５ 技 術 普 及 費 ３１４，１２４ △ １５，１５３ ２９８，９７１

６ 農 業 経 営 費 ２，９６７，５９５ △ １５４，３９３ ２，８１３，２０２

７ 農 業 支 援 費 １８，５５５，８０１ △ １１６，１８５ １８，４３９，６１６

８ 農 地 調 整 費 １，２８８，０１７ △ ３２，４５９ １，２５５，５５８
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ 農 村 設 計 費 ２９，７５６，０５０ △ ２２６，２３３ ２９，５２９，８１７

１０ 農業農村整備事業費 ６１，３２３，２８４ △ ５２４，１０７ ６０，７９９，１７７

１１ 農 業 施 設 管 理 費 ３３，０４７，４３２ ８，８２７，０７９ ４１，８７４，５１１

１２ 農 村 計 画 費 ２８４，４８６ △ ８，９５６ ２７５，５３０

１３ 農 業 試 験 費 １，２３５，６８０ △ ６５，１０５ １，１７０，５７５

９ 水 産 林 務 費 ８６，７２９，０７４ △ ６６８，１４５ ８６，０６０，９２９

１ 水 産 林 務 管 理 費 １１，５０４，７７５ △ １４７，１９３ １１，３５７，５８２

２ 水 産 経 営 費 ６，２６５，６２２ △ １６３，８５４ ６，１０１，７６８

３ 水 産 振 興 費 ４２７，８３０ △ １４，２５１ ４１３，５７９

４ 漁 港 漁 村 費 ３１，０９４，３９０ △ ４１５，８８２ ３０，６７８，５０８

５ 漁 業 管 理 費 １，３９１，２４５ △ ８１，９７６ １，３０９，２６９

６ 林 業 木 材 費 ６，０９３，１２０ ２７２，１４５ ６，３６５，２６５

７ 森 林 計 画 費 ４，２０８，４３６ △ １１，６８０ ４，１９６，７５６

９ 治 山 費 １４，４２９，３７１ △ ８，１９７ １４，４２１，１７４
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１０ 森 林 活 用 費 ６２４，７１７ △ １３，３０６ ６１１，４１１

１２ 水産林業試験研究費 １，２３３，４５２ △ ８３，９５１ １，１４９，５０１

１０ 建 設 費 ３６２，４５２，２８２ △ ３，６４５，０３０ ３５８，８０７，２５２

１ 建 設 管 理 費 ６８，１８３，０１５ △ ６１２，６４７ ６７，５７０，３６８

２ 道 路 橋 り ょ う 費 １６７，９４８，６３２ △ ２，２２５，９１５ １６５，７２２，７１７

３ 河 川 費 ６９，４９８，９４７ △ ２３８，１０９ ６９，２６０，８３８

４ 空 港 港 湾 費 ７，０３３，４１７ △ ２５４，８２５ ６，７７８，５９２

５ 砂 防 海 岸 費 ２３，０７６，７２８ △ １４８，１３９ ２２，９２８，５８９

６ 建 築 指 導 費 １，２５２，８９４ △ ７５，２５８ １，１７７，６３６

７ 住 宅 費 ４１，０７２ △ ６，８７４ ３４，１９８

８ 都 市 環 境 費 ２２，５９４，２２０ △ ４４，００４ ２２，５５０，２１６

９ 公 園 下 水 道 費 ２，７２９，６５２ △ ３４，６８０ ２，６９４，９７２

１０ まちづくり推進費 ６２，４１６ △ ２，４１５ ６０，００１

１１ 営 繕 費 ３１，２８９ △ ２，１６４ ２９，１２５
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１１ 警 察 費 １３２，５７７，５４７ △ ２，２３５，７７４ １３０，３４１，７７３

１ 警 察 管 理 費 １２３，２３３，９８４ △ １，９７２，７１５ １２１，２６１，２６９

２ 警 察 活 動 費 ４，３２９，９９８ △ １４８，５２３ ４，１８１，４７５

３ 交 通 安 全 施 設 費 ５，０１３，５６５ △ １１４，５３６ ４，８９９，０２９

１２ 教 育 費 ４８１，４５６，３７８ △ ４，４５６，４４０ ４７６，９９９，９３８

１ 教 育 総 務 費 １９，１１０，４３４ △ ８０２，４９８ １８，３０７，９３６

２ 小 学 校 費 １８７，６２６，３８３ △ １，３８２，３６９ １８６，２４４，０１４

３ 中 学 校 費 １１４，０４８，９３３ △ １，２２０，２７３ １１２，８２８，６６０

４ 高 等 学 校 費 １１０，１５５，９５９ △ １３２，０４８ １１０，０２３，９１１

５ 特 別 支 援 学 校 費 ４５，１４５，７３０ △ ８２６，６６２ ４４，３１９，０６８

６ 学 校 教 育 費 １，３３５，０７２ △ ３４，１６７ １，３００，９０５

７ 社 会 教 育 費 ２，３１２，２９６ △ ２５，０８２ ２，２８７，２１４

８ 保 健 体 育 費 １，７２１，５７１ △ ３３，３４１ １，６８８，２３０

１３ 災 害 復 旧 費 ５，３６２，６０７ △ ４，３９８，７７７ ９６３，８３０
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１
農 地 開 発 施 設

災 害 復 旧 費
１６８，８５７ △ ４１，９２５ １２６，９３２

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
１，４４９，７５９ △ ９９４，４３７ ４５５，３２２

３ 土木施設災害復旧費 ３，７４３，９９１ △ ３，３６２，４１５ ３８１，５７６

１４ 公 債 費 ７８５，２３５，８６７ △ ３，７５２，１１１ ７８１，４８３，７５６

１ 公 債 費 ７８５，２３５，８６７ △ ３，７５２，１１１ ７８１，４８３，７５６

１５ 諸 支 出 金 ８１，７２０，８２３ ４，４１２，５０７ ８６，１３３，３３０

１ 繰 出 金 ５，２３３，２２８ △ ３０１，４３２ ４，９３１，７９６

２ 諸 費 ７６，４８７，５９５ ４，７１３，９３９ ８１，２０１，５３４

歳 出 合 計 ３，００２，６８８，５６６ △ ２４，６８６，０００ ２，９７８，００２，５６６
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第 ２ 表

繰 越 明 許 費 補 正
（単位 千円）

款 項
補 正 前 補 正 後

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

４ 企画振興費 ２
地域振興・

計 画 費

道州制北海道地域

連携モデル事業費
７，３２８，４０５

道州制北海道地域

連携モデル事業費
１１，４１４，４７５

５
新 幹 線 ・

交通企画費
― ―

北海道新幹線鉄道

整備事業費負担金
１００，０８０

８ 農 政 費 １ 農政管理費 ― ― 公共事業事務費 １５０，０００

７ 農業支援費
強い農業づくり

事 業 費
９，９７９，５７５

強い農業づくり

事 業 費
１２，５１５，６０８

１０
農 業 農 村

整備事業費
― ―

道 営 土 地 改 良

事 業 費
１，０２５，７００

― ―
道営農用地造成

事 業 費
１，１９３，３００

― ―
団体営農用地造成

事 業 費
４２０，０００

― ―
道 営 農 地 防 災

事 業 費
１５７，２００

― ―
道営農村総合整備

事 業 費
４６０，５００

― ―
道 営 農 道

整 備 事 業 費
１５１，５００

９ 水産林務費 １
水 産 林 務

管 理 費
― ― 補助事業事務費 ６，３００

２ 水産経営費
水 産 業 振 興

構造改善事業費
１７９，５１５

水 産 業 振 興

構造改善事業費
１，０５６，０１５

４ 漁港漁村費
水産物供給基盤

整 備 事 業 費
９４３，９０８

水産物供給基盤

整 備 事 業 費
１，７０５，４０８
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款 項
補 正 前 補 正 後

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

８ 森林整備費 ― ― 造林推進事業費 ２０１，０００

１０ 建 設 費 １ 建設管理費 補助事業事務費 ３００ 補助事業事務費 ４００

２
道 路

橋りょう費
道路公共事業費 ４，２３４，３９７ 道路公共事業費 ５，３６７，７５０

道 路 特 別 対 策

事 業 費
３，４５０，４６０

道 路 特 別 対 策

事 業 費
４，８５２，８３４

緊 急 地 方 道 路

整 備 事 業 費
７２５，３３８

緊 急 地 方 道 路

整 備 事 業 費
２，６５３，９４９

３ 河 川 費 河川公共事業費 １，３６３，０００ 河川公共事業費 ２，５４１，４００

ダム公共事業費 １２０，０００ ダム公共事業費 ２９０，０００

５ 砂防海岸費 砂防公共事業費 ２４４，０００ 砂防公共事業費 ５１８，０００

海岸公共事業費 ７００，０００ 海岸公共事業費 ８３６，０００

８ 都市環境費 街路公共事業費 ２，４３０，０００ 街路公共事業費 ３，３５９，０００

街 路 特 別 対 策

事 業 費
７２，０００

街 路 特 別 対 策

事 業 費
７１１，６００

緊 急 地 方 道 路

整 備 事 業 費
１０８，０００

緊 急 地 方 道 路

整 備 事 業 費
１，０６７，４００

街路受託工事費 １，２２０，７００ 街路受託工事費 １，３７５，５７０

１３ 災害復旧費 ２

水 産 林 業

施 設 災 害

復 旧 費

― ―
林 道 災 害 復 旧

事 業 費
１８３，４００
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款 項
補 正 前 補 正 後

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

― ― 緊急治山事業費 ５７，８００

３
土 木 施 設

災害復旧費

土 木 災 害 復 旧

事 業 費
８５，７００

土 木 災 害 復 旧

事 業 費
１１１，４０２
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第 ３ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位 千円）

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

国営土地改良事業（平成１９年度以
前事業完了分）の道負担金に関す
る債務負担行為

― ―
平成２０年度から
平成３２年度まで

１０１，４９５，２６２

森林総合研究所営農用地総合整備
事業等（平成１９年度以前事業完了
分）の道負担金に関する債務負担
行為

― ―
平成２０年度から
平成３１年度まで

８，１６９，５８８

昭和４８年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う用地
取得費、補償費、
事務費及び資金
経費について

３６７，５０７千円
以内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う用地
取得費、補償費、
事務費及び資金
経費について

３６７，７３０千円
以内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

昭和５３年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う用地
取得費、補償費、
管理費、造成費、
調査測量費、事
務費及び資金経
費について
４８，１０８千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う用地
取得費、補償費、
管理費、造成費、
調査測量費、事
務費及び資金経
費について
４８，１３６千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

昭和５４年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う造成
費、管理費、事
務費及び資金経
費について

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う造成
費、管理費、事
務費及び資金経
費について
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事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

１３８，３４４千円
以内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

１３８，４２７千円
以内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

昭和５８年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
２１，８１４千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
２１，８２８千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

昭和６３年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
１６，０４６千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
１６，０５５千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成５年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
１４，６０２千円以
内

借入資金に係る

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
１４，６１０千円以
内

借入資金に係る
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事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成１０年度公有地の拡大に伴う土
地の先行取得に関する債務負担行
為

平成１６年度から
平成２０年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
１４，０５３千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額

平成２１年度から
平成２５年度まで

北海道土地開発
公社が行う管理
費、事務費及び
資金経費につい
て
１４，０６１千円以
内

借入資金に係る
利子について
国庫債務負担
行為による用
地の先行取得
に係る限度利
率の半年複利
以内の額

の合計額
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第 ４ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

札幌医科大学

整 備 費
９３０，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

９１９，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

支 庁 庁 舎

建 設 費
３９０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ３６２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

地域総合整備

資 金 貸 付

事 業 費

２，３００，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，６００，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

道州制北海道

地 域 連 携

モデル事業費

４，９０２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，６０５，１００ 同 上

１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

土 地 改 良

事 業 費
１１，９６２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １１，８５２，０００ 同 上

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

農用 地 造 成

事 業 費
１，１４９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，１４４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農 地 防 災

事 業 費
１，８６３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，８４８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農村総合整備

事 業 費
１，２２６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，２１３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農道 等 整 備

事 業 費
１，０７０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，０５９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

農 道 整 備

特 別 対 策

事 業 費

２３４，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

１３８，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

直轄土地改良

事 業 費
１６，７６２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １５，６３０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

農業 試 験 場

施設 整 備 費
７２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ６７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

水 産 基 盤

整 備 費
８，１５６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ８，０５４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 特 定

漁 港 漁 場

整備 事 業 費

４，８５５，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ４，７６５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

漁 港 海 岸

保 全 費
８７５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ８７１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時漁港海岸

保全施設整備

特 別 対 策

事 業 費

３３８，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ２６６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時治山施設

整 備 特 別

対 策

事 業 費

１，８１６，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，５６３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

森林 整 備 費 １，６６４，４００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

２，４５７，４００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

直 轄 道 路

事 業 費
５９，５１５，０００ 同 上

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

４９，１４２，７００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

臨時道路整備

特 別 対 策

事 業 費

３４，６１４，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

３１，７２２，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

直 轄 河 川

事 業 費
２１，８９９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ２１，９４２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

河川 改 良 費 １２，４５２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １２，４２９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時河川整備

特 別 対 策

事 業 費

５，１７３，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ４，６２８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 空 港

整 備 費
４３８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ３７９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

空港 整 備 費 ６８４，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６８３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 砂 防

事 業 費
１，６５８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，５６０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

砂 防 費 ６，６２８，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，６１０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時砂防施設

整備特別対策

事 業 費

１，３３８，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，２４７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

災 害 関 連

事 業 費
５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ０ ― ― ―

海 岸 保 全

事 業 費
１，９０６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，９０１，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

臨時海岸保全

施設整備特別

対策 事 業 費

１，６６０，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

１，３５２，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

街路 事 業 費 ６，０７０，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，０６８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時街路整備

特 別 対 策

事 業 費

３，６２２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ３，６１４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

下 水 道 費 ３４，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ３３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

交通安全施設

整 備 費
１，１０４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，０８１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

庁舎等整備費 １０５，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ９０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

高 等 学 校

施設 整 備 費
２，７４３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ２，４４８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

特別支援学校

施設 整 備 費
９９３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ７６１，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

耕 地 災 害

復 旧 費
１６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

漁 港 災 害

復 旧 費
４８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，０００ 同 上

１０％

以内
同 上
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

林 道 災 害

復 旧 費
１，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

０ ― ― ―

治 山 災 害

復 旧 費
３４５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ８５，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

土 木 災 害

復 旧 費
７４７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ７８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

借 換 債 ３７６，８８３，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ３７６，４８３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨 時 財 政

対 策 債
８１，７００，０００ 同 上

１０％以内

（ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る政府資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当

該見直し

後 の 利

率）

同 上 ８１，７１４，７２０ 同 上

１０％以内

（ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る政府資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当

該見直し

後 の 利

率）

同 上

減収補てん債 ― ― ― ― ５，７００，０００ 同 上
１０％

以内
同 上

合 計 ７５４，９００，７００ ７４４，１２８，２２０
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議 案 第 ６９ 号

平成２０年度北海道公債管理特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道公債管理特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８７９，５２１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６６２，９７９，７３１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 財 産 収 入 ７３８，４５５ △ ３５，３８９ ７０３，０６６

１ 財 産 運 用 収 入 ７３８，４５５ △ ３５，３８９ ７０３，０６６

２ 繰 入 金 ６６３，１２０，７９７ △ ８４４，１３２ ６６２，２７６，６６５

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ４８８，４８１，９７３ △ ８４４，０４５ ４８７，６３７，９２８

２ 基 金 繰 入 金 １７４，６３８，８２４ △ ８７ １７４，６３８，７３７

歳 入 合 計 ６６３，８５９，２５２ △ ８７９，５２１ ６６２，９７９，７３１
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 公 債 費 ６６３，８５９，２５２ △ ８７９，５２１ ６６２，９７９，７３１

１ 公 債 費 ６６３，８５９，２５２ △ ８７９，５２１ ６６２，９７９，７３１

歳 出 合 計 ６６３，８５９，２５２ △ ８７９，５２１ ６６２，９７９，７３１
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議 案 第 ７０ 号

平成２０年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１８６，６８７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４，０３５，６５４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 繰 入 金 ２２，０８９ △ ４６０ ２１，６２９

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２２，０８９ △ ４６０ ２１，６２９

２ 繰 越 金 １，９０８，５５２ △ ２６１，１１０ １，６４７，４４２

１ 繰 越 金 １，９０８，５５２ △ ２６１，１１０ １，６４７，４４２

３ 諸 収 入 ３，２１５，２２０ △ ９２３，２７７ ２，２９１，９４３

１ 貸 付 金 収 入 ２，８８６，２２０ △ ８４５，４４３ ２，０４０，７７７

２ 雑 入 ３２９，０００ △ ７７，８３４ ２５１，１６６

４ 道 債 ７６，４８０ △ １，８４０ ７４，６４０

１ 道 債 ７６，４８０ △ １，８４０ ７４，６４０

歳 入 合 計 ５，２２２，３４１ △ １，１８６，６８７ ４，０３５，６５４
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１
中小企業近代化資金

貸 付 事 業 費
１，００８，６８２ △ ３０５，３０５ ７０３，３７７

１
中小企業近代化資金

貸 付 事 業 費
１，００８，６８２ △ ３０５，３０５ ７０３，３７７

２ 公 債 費 １，９０８，５３４ △ ６３８，８９２ １，２６９，６４２

１ 公 債 費 １，９０８，５３４ △ ６３８，８９２ １，２６９，６４２

３ 諸 支 出 金 ２，３０５，１２５ △ ２４２，４９０ ２，０６２，６３５

１ 繰 出 金 １，５１０，１２５ △ ２４２，４９０ １，２６７，６３５

歳 出 合 計 ５，２２２，３４１ △ １，１８６，６８７ ４，０３５，６５４
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第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

中 小 企 業

近代 化 資 金

貸付 事 業 費

７６，４８０

中小企業基

盤整備機構

からの借入

れによる。

１．６％

以内

据置期間を含め２０年

以内において、半年

賦元金均等償還によ

る。ただし、必要に

応じて繰上償還する

ことができる。

７４，６４０

中小企業基

盤整備機構

からの借入

れによる。

１．３５％

以内

据置期間を含め２０年

以内において、半年

賦元金均等償還によ

る。ただし、必要に

応じて繰上償還する

ことができる。
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議 案 第 ７１ 号

平成２０年度北海道農業改良資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道農業改良資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６４，４７３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１，７６１，５４１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 繰 入 金 １８０，７５８ △ ５５，２１０ １２５，５４８

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １８０，７５８ △ ５５，２１０ １２５，５４８

４ 道 債 ３１７，９９４ △ １０９，２６３ ２０８，７３１

１ 道 債 ３１７，９９４ △ １０９，２６３ ２０８，７３１

歳 入 合 計 １，９２６，０１４ △ １６４，４７３ １，７６１，５４１
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１
農 業 改 良 資 金

貸 付 事 業 費
５１９，６２８ △ １２１，２４０ ３９８，３８８

１
農 業 改 良 資 金

貸 付 事 業 費
５１９，６２８ △ １２１，２４０ ３９８，３８８

２
就 農 支 援 資 金

貸 付 事 業 費
８０３，４８３ △ １６３，２３３ ６４０，２５０

１
就 農 支 援 資 金

貸 付 事 業 費
８０３，４８３ △ １６３，２３３ ６４０，２５０

４ 諸 支 出 金 ５４１，０９６ １２０，０００ ６６１，０９６

１ 繰 出 金 ２０４，９１６ ４０，０００ ２４４，９１６

２ 諸 費 ３３６，１８０ ８０，０００ ４１６，１８０

歳 出 合 計 １，９２６，０１４ △ １６４，４７３ １，７６１，５４１
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第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

就農支援資金

貸付 事 業 費
３１７，９９４

国庫からの

借入れによ

る。

０

据置期間を含め２１年

以内において、貸付

対象者からの償還金

を青年の就農促進の

ための資金の貸付け

等に関する特別措置

法の定めるところに

より毎年２回国に対

し償還する。

２０８，７３１

国庫からの

借入れによ

る。

０

据置期間を含め２１年

以内において、貸付

対象者からの償還金

を青年の就農促進の

ための資金の貸付け

等に関する特別措置

法の定めるところに

より毎年２回国に対

し償還する。
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議 案 第 ７２ 号

平成２０年度北海道公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，９５７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１，１５９，１５３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 繰 入 金 １２８，３３２ △ １，４８８ １２６，８４４

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １２８，３３２ △ １，４８８ １２６，８４４

４ 繰 越 金 １００ ９，４５９ ９，５５９

１ 繰 越 金 １００ ９，４５９ ９，５５９

５ 諸 収 入 ２３３，９８９ △ ２１，９２８ ２１２，０６１

２ 一 般 会 計 借 入 金 ２００，３５９ △ ２１，９２８ １７８，４３１

６ 道 債 ４９０，１００ ９，０００ ４９９，１００

１ 道 債 ４９０，１００ ９，０００ ４９９，１００

歳 入 合 計 １，１６４，１１０ △ ４，９５７ １，１５９，１５３
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 公共下水道事業費 ２５２，１６１ △ １，６０６ ２５０，５５５

１ 公共下水道事業費 ２５２，１６１ △ １，６０６ ２５０，５５５

２ 公 債 費 ９０８，８１９ △ ３，３４５ ９０５，４７４

１ 公 債 費 ９０８，８１９ △ ３，３４５ ９０５，４７４

３ 諸 支 出 金 ３，１３０ △ ６ ３，１２４

１ 繰 出 金 ３，１３０ △ ６ ３，１２４

歳 出 合 計 １，１６４，１１０ △ ４，９５７ １，１５９，１５３
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第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

特 定 公 共

下 水 道 費
４９０，１００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

４９９，１００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。
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議 案 第 ７３ 号

平成２０年度北海道流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７，７０１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ８，３０１，０９２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第２

表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

45



第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 分担金及び負担金 ５４４，５３８ △ ７，３５４ ５３７，１８４

１ 負 担 金 ５４４，５３８ △ ７，３５４ ５３７，１８４

２ 国 庫 支 出 金 １，６５８，０００ △ １７，８６９ １，６４０，１３１

１ 国 庫 補 助 金 １，６５８，０００ △ １７，８６９ １，６４０，１３１

３ 繰 入 金 １，６５８，６９１ △ ５３，２７４ １，６０５，４１７

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １，６５８，６９１ △ ５３，２７４ １，６０５，４１７

４ 繰 越 金 １００ ７，８３５ ７，９３５

１ 繰 越 金 １００ ７，８３５ ７，９３５

５ 諸 収 入 １０，４６４ １２，９６１ ２３，４２５

１ 雑 入 １０，４６４ １２，９６１ ２３，４２５

６ 道 債 ４，４４７，０００ ４０，０００ ４，４８７，０００

１ 道 債 ４，４４７，０００ ４０，０００ ４，４８７，０００
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計 ８，３１８，７９３ △ １７，７０１ ８，３０１，０９２
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 流域下水道事業費 ２，７３７，３６５ △ ３８，４８９ ２，６９８，８７６

１ 流域下水道事業費 ２，７３７，３６５ △ ３８，４８９ ２，６９８，８７６

２ 公 債 費 ５，５６８，０６０ ７，２０３ ５，５７５，２６３

１ 公 債 費 ５，５６８，０６０ ７，２０３ ５，５７５，２６３

３ 諸 支 出 金 １３，３６８ １３，５８５ ２６，９５３

１ 繰 出 金 １２，３６８ △ ９０９ １１，４５９

２ 諸 費 １，０００ １４，４９４ １５，４９４

歳 出 合 計 ８，３１８，７９３ △ １７，７０１ ８，３０１，０９２
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第 ２ 表

繰 越 明 許 費
（単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

１ 流域下水道事業費 １ 流域下水道事業費 公 共 事 業 費 ３９，３００
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第 ３ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

流域下水道費 ４，４４７，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

４，４８７，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。
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議 案 第 ７４ 号

平成２０年度北海道営住宅事業特別会計補正予算（第２号）

平成２０年度北海道営住宅事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１８３，９０６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２０，２７８，４２３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 使用料及び手数料 ５，４６１，００３ ６５，３５０ ５，５２６，３５３

１ 使 用 料 ５，４６１，００３ ６５，３５０ ５，５２６，３５３

２ 国 庫 支 出 金 ３，５３１，３６８ △ ４２，０５１ ３，４８９，３１７

１ 国 庫 補 助 金 ３，５３１，３６８ △ ４２，０５１ ３，４８９，３１７

３ 財 産 収 入 ２００，１４７ ２６０ ２００，４０７

１ 財 産 運 用 収 入 １３，５８７ ３，７１５ １７，３０２

２ 財 産 売 払 収 入 １８６，５６０ △ ３，４５５ １８３，１０５

４ 繰 入 金 ３，３８８，７２８ △ １９１，０００ ３，１９７，７２８

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２，９９５，３８７ △ １９１，０００ ２，８０４，３８７

５ 繰 越 金 １００ １０１，５４３ １０１，６４３

１ 繰 越 金 １００ １０１，５４３ １０１，６４３

６ 諸 収 入 ３，２８７，９８３ △ １４９，７０８ ３，１３８，２７５
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 一 般 会 計 借 入 金 ３，１２４，７５３ △ １５４，８０７ ２，９６９，９４６

２ 雑 入 １６３，２３０ ５，０９９ １６８，３２９

７ 道 債 ５，５９３，０００ △ ９６８，３００ ４，６２４，７００

１ 道 債 ５，５９３，０００ △ ９６８，３００ ４，６２４，７００

歳 入 合 計 ２１，４６２，３２９ △ １，１８３，９０６ ２０，２７８，４２３
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 道 営 住 宅 事 業 費 ９，３１５，２７９ △ １，１３０，７０２ ８，１８４，５７７

１ 道 営 住 宅 事 業 費 ９，３１５，２７９ △ １，１３０，７０２ ８，１８４，５７７

２ 公 債 費 １１，１４９，４１６ △ ５６，４２０ １１，０９２，９９６

１ 公 債 費 １１，１４９，４１６ △ ５６，４２０ １１，０９２，９９６

３ 諸 支 出 金 ９９７，６３４ ３，２１６ １，０００，８５０

１ 繰 出 金 ９９７，６２４ １，６４４ ９９９，２６８

２ 諸 費 １０ １，５７２ １，５８２

歳 出 合 計 ２１，４６２，３２９ △ １，１８３，９０６ ２０，２７８，４２３
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第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 営 住 宅

建 設 費
４，１３７，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

３，１６８，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

借 換 債 １，４５６，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，４５６，７００ 同 上

１０％

以内
同 上

合 計 ５，５９３，０００ ４，６２４，７００
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議 案 第 ７５ 号

平成２０年度北海道住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２，２４２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ５７，７８８，０４３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 財 産 収 入 ４７，９１２ △ １２，２４２ ３５，６７０

１ 財 産 運 用 収 入 ４７，９１２ △ １２，２４２ ３５，６７０

歳 入 合 計 ５７，８００，２８５ △ １２，２４２ ５７，７８８，０４３

58



歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 公 債 費 ２９，６８９，２８５ △ １２，２４２ ２９，６７７，０４３

１ 公 債 費 ２９，６８９，２８５ △ １２，２４２ ２９，６７７，０４３

歳 出 合 計 ５７，８００，２８５ △ １２，２４２ ５７，７８８，０４３
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（区 分） （既決予定量） （補正予定量） ( 計 ）

� 年間取扱延患者数

入 院 ３２４，４８５人 △ ４４，１９８人 ２８０，２８７人

外 来 ４７５，７９４人 △ １００，８１２人 ３７４，９８２人

� 一 日 平 均 患 者 数

入 院 ８８９人 △ １２１人 ７６８人

外 来 １，９５８人 △ ４１５人 １，５４３人

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） ( 計 ）

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 １９，９１８，２０７千円 △ １，８２８，４０６千円 １８，０８９，８０１千円

第１項 医 業 収 益 １１，７８３，６１１千円 △ １，８７０，６４０千円 ９，９１２，９７１千円

第２項 医 業 外 収 益 ７，７０３，９１２千円 ４６４，９１８千円 ８，１６８，８３０千円

第３項 特 別 利 益 ４３０，６８４千円 △ ４２２，６８４千円 ８，０００千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２２，１８２，４９４千円 △ １，３８０，３１０千円 ２０，８０２，１８４千円

第１項 医 業 費 用 １９，３１０，３３３千円 △ １，２９６，６９３千円 １８，０１３，６４０千円

第２項 医 業 外 費 用 ２，８６４，１６１千円 △ ８３，６１７千円 ２，７８０，５４４千円

議 案 第 ７６ 号

平成２０年度北海道病院事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 平成２０年度北海道病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２０年度北海道病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のと

おり改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額７９６，４２９千円は、当年度分損益勘定留保資金７５４，３９９千円及び繰越現金４２，０３０千円で

補てんするものとする。）。
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（科 目） （既決予定額） （補正予定額） ( 計 ）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １，３９８，３７１千円 △ １０５，７６５千円 １，２９２，６０６千円

第１項 企 業 債 ３４０，０００千円 △ ５５，０００千円 ２８５，０００千円

第３項 他会計負担金 ６０１，６７９千円 △ ７，８３３千円 ５９３，８４６千円

第４項 固定資産売却代金 ４２，９３２千円 △ ４２，９３２千円 ０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ２，１５２，７７０千円 △ ６３，７３５千円 ２，０８９，０３５千円

第１項 建 設 改 良 費 ４５８，６５１千円 △ ６３，７３５千円 ３９４，９１６千円

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

病院建設事業

千円

３４０，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れによる。
１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

千円

２８５，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れによる。
１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

（企業債）

第５条 予算第５条の表中限度額を次のとおり変更する。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第７条中「�職員給与費１０，９７４，６７８千円」を「�職員給与費１０，７２６，２３７千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額）

第７条 予算第８条中「２，９８８，９７３千円」を「２，３０３，９８８千円」に改める。
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（区 分） （既決予定量） （補正予定量） ( 計 ）

� 年間販売電力量 ２８４，８８２，０００キロワット時 △４３，０３５，０００キロワット時 ２４１，８４７，０００キロワット時

� 主要な建設改良事業

シューパロ発電所
建 設 事 業 ２１０，２５０千円 △ ６，０２４千円 ２０４，２２６千円

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） ( 計 ）

収 入

第１款 電 気 事 業 収 益 ３，３３６，２６０千円 △ ９６，７２５千円 ３，２３９，５３５千円

第１項 営 業 収 益 ３，３２３，５７１千円 △ １００，２０５千円 ３，２２３，３６６千円

第２項 財 務 収 益 ９３０千円 １０，２５０千円 １１，１８０千円

第３項 営 業 外 収 益 １１，７５９千円 △ ６，７７０千円 ４，９８９千円

支 出

第１款 電 気 事 業 費 用 ２，８９４，３００千円 △ ５１，６５８千円 ２，８４２，６４２千円

第１項 営 業 費 用 ２，０７０，４６３千円 △ ５９，７３９千円 ２，０１０，７２４千円

第２項 財 務 費 用 ６８８，５５９千円 △ １，５００千円 ６８７，０５９千円

第３項 営 業 外 費 用 １２１，６５２千円 ７，３６４千円 １２９，０１６千円

第４項 特 別 損 失 １３，６２６千円 ２，２１７千円 １５，８４３千円

議 案 第 ７７ 号

平成２０年度北海道電気事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 平成２０年度北海道電気事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２０年度北海道電気事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のと

おり改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，２７８，０６８千円」を「資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額１，２９２，９３２千円」に、「過年度分損益勘定留保資金１，０６３，４３９千円、当年度

分損益勘定留保資金２０１，４８８千円及び当年度資本的収支調整額１３，１４１千円」を「過年度分損益勘定留保資

金１，２８０，０１７千円及び当年度資本的収支調整額１２，９１５千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと
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（科 目） （既決予定額） （補正予定額） ( 計 ）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３２０，７８０千円 △ ２６，６１４千円 ２９４，１６６千円

第１項 企 業 債 １５３，０００千円 △ ２，０００千円 １５１，０００千円

第２項 補 助 金 １７，３８６千円 △ ４６５千円 １６，９２１千円

第３項 負 担 金 １４９，９２３千円 △ ２６，０２３千円 １２３，９００千円

第４項 固定資産売却代金 ４７１千円 １，８７４千円 ２，３４５千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，５９８，８４８千円 △ １１，７５０千円 １，５８７，０９８千円

第１項 建 設 改 良 費 ４６１，６６９千円 △ ３０，３５０千円 ４３１，３１９千円

第２項 企業債償還金 １，１３７，１７９千円 １８，６００千円 １，１５５，７７９千円

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

シュ ー パ ロ

発 電 所

建 設 事 業

千円

１５３，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

千円

１５１，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

おり補正する。

（企業債）

第５条 予算第５条の表の一部を次のとおり変更する。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第７条中「�職員給与費５５９，３８９千円」を「�職員給与費５９１，４２６千円」に、「�交際費３２５千

円」を「�交際費１４２千円」に改める。
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（区 分） （既決予定量） （補正予定量） ( 計 ）

� 給水事業所数 ７７箇所 １箇所 ７８箇所

� 年間総給水量 ８７，３７０，９４４立方メートル ７０３，７６４立方メートル ８８，０７４，７０８立方メートル

� 一日平均給水量 ２３８，０６７立方メートル １，９１９立方メートル ２３９，９８６立方メートル

� 主要な建設改良事業

石 狩 湾 新 港 地 域
工業用水道建設事業 ４４，６５０千円 △ ５００千円 ４４，１５０千円

苫 小 牧 地 区
工業用水道改修事業 ７７１，８６４千円 △ １４９，９４６千円 ６２１，９１８千円

苫 小 牧 地 区 第 二
工業用水道改修事業 ９０４，０６１千円 △ ９２，００６千円 ８１２，０５５千円

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） ( 計 ）

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２，１３４，９３２千円 △ ２６，７４５千円 ２，１０８，１８７千円

第１項 営 業 収 益 １，７５７，０７０千円 ２１，６２５千円 １，７７８，６９５千円

第２項 営 業 外 収 益 ３６３，９６５千円 △ ３４，４７３千円 ３２９，４９２千円

第３項 特 別 利 益 １３，８９７千円 △ １３，８９７千円 ０千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 ２，１５３，４５９千円 △ ４２，６９５千円 ２，１１０，７６４千円

第１項 営 業 費 用 １，５６６，９８４千円 △ ２３，５３４千円 １，５４３，４５０千円

第２項 営 業 外 費 用 ５８６，４７５千円 △ １９，１６１千円 ５６７，３１４千円

議 案 第 ７８ 号

平成２０年度北海道工業用水道事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 平成２０年度北海道工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２０年度北海道工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を

次のとおり改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。なお、「一般会計から長

期借入金１３２，６６７千円」を「一般会計から長期借入金１２１，２１４千円」に改める。

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７２７，８５６千円」を「資本的収入額が資
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（科 目） （既決予定額） （補正予定額） ( 計 ）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ６，３４０，７９９千円 △ ４９５，７４９千円 ５，８４５，０５０千円

第１項 企 業 債 １，５５４，０００千円 △ ３６９，０００千円 １，１８５，０００千円

第２項 補 助 金 １，９９２，４６１千円 △ ８，１８６千円 １，９８４，２７５千円

第３項 負 担 金 ４６３，７５２千円 △ １０９，１４６千円 ３５４，６０６千円

第５項 他会計からの出資金 ４２，５２３千円 △ ４７５千円 ４２，０４８千円

第７項 固定資産売却代金 ８，９４２千円 △ ８，９４２千円 ０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ７，０６８，６５５千円 △ ４９３，１１８千円 ６，５７５，５３７千円

第１項 建 設 改 良 費 ２，２９９，８１７千円 △ ４９０，１２８千円 １，８０９，６８９千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４，７６５，８３４千円 １４千円 ４，７６５，８４８千円

第３項 返 還 金 ３，００４千円 △ ３，００４千円 ０千円

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

室 蘭 地 区

工業 用 水 道

改 修 事 業

千円

２１４，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

千円

０ ― ― ―

苫小 牧 地 区

工業 用 水 道

改 修 事 業

５９９，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ４６５，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

本的支出額に対し不足する額７３０，４８７千円」に、「過年度分損益勘定留保資金１０６，６４９千円、当年度分損益

勘定留保資金５４３，５８４千円及び当年度資本的収支調整額７７，６２３千円」を「過年度分損益勘定留保資金

８７，０４５千円、当年度分損益勘定留保資金５８３，０２７千円及び当年度資本的収支調整額６０，４１５千円」に改め、

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（企業債）

第５条 予算第６条の表の一部を次のとおり変更する。
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

苫 小 牧 地 区

第二工業用水道

改 修 事 業

千円

７４１，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

千円

７２０，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 予算第８条中「�職員給与費３５８，２６０千円」を「�職員給与費３８４，１１９千円」に、「�交際費１７５千

円」を「�交際費９０千円」に改める。
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